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概要
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【運営権、事業契約】（資料編4ページ）

 運営権は9事業ごとに設定し、運営権は9つとする。

運営権を１つとして登録する場合、自然災害等により一部事業解除が生じた際に運営権の再設定が必要となり、実施契約の維持が困難とな
ることから、運営権を9つとする。

 一体的な運営を図るため、契約書は1つとする。

 運営権設定施設は9事業の事業用資産の一式（管路等*を除く）とする。

*場外の管路、マンホール、マンホール蓋、管路上にある手動弁、水管橋及びトンネルをいう。

【業務分担】（資料編10ページ）

概要①

分類

主要設備 管路及び管路附帯設備等 構造物

浄水場、処理場の
設備

管路、マンホール及びマンホー
ル蓋、管路上の手動弁

制御弁室、テレ
メータ室内の設備

土木構造物、建築物 建築附帯設備

運営権設定対象 運営権設定対象 県所管 運営権設定対象 運営権設定対象 運営権設定対象

維持
管理

運転 民 ー 民 ー 民

保守点検、修繕 民 県 民 民 民

改築 改築 民 県 民 県 民
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【性能発注】

 性能発注を基本とする。運営権者は、自らの責任と判断において県が定めた要求水準を満たす具体的内容を定め、適切に施設運営を行う。

【事業の費用負担】

運営権者は、以下及び実施契約に特段の定めがある場合を除き、本事業の実施に要するすべての費用を負担する。

例外：流域下水道事業の改築に係る費用（実費精算）、法令等変更又は県の計画変更による新たな設備投資に係る費用（県負担）

【事業期間】

令和4年1月1日（予定）から20年間

不可抗力事象の発生や県の計画変更等、実施契約に定める事由が生じた場合、県及び運営権者の協議により5年の範囲内で両者が合意し
た期間だけ延長することができる。

【職員の派遣】

県は職員の派遣を予定していないが、運営権者からの要請等に応じて検討する。

【運営権対価】 （事業者選定における競争条件としない。）（資料編20ページ）

 設定方法：事業開始時の一括支払い・固定額。9事業ごとに設定。

 対価の額：補償金免除の繰上償還可能な企業債残高相当額（＋α）程度。シミュレーションにより今後決定。

概要②
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【事業者選定における競争条件】（資料編20ページ）

 運営権者収受額の提案

- 事業の実施に必要な額。9事業ごと20年間分の合計額。

- 県が設定する上限の範囲内。

 県の設定額（上限）

- 県が運営を継続した場合の費用の内、運営権者に委ねる費用額 × 削減率

【運営権者収受額の改定】（資料編23ページ）

 定期改定

- 実施時期：概ね5年に1度（県が行う料金等の定期改定に併せて実施）。

- 改定内容：需要変動・物価変動・法令変更等、 及び契約時点で予測不可能な事業環境の変化を反映

- 需要変動・物価変動の反映方法：算定式を用いて機械的に反映（詳細検討中。実施方針素案には記載しない）

 臨時改定

- 実施時期：著しい事業環境の変化があった場合。

- 改定内容：需要変動（工水）・物価変動（上・工・下水）・動力費変動（下水）・法令変更等、及び契約時点で予測不可能な
事業環境の変化を反映。

- 需要変動・物価変動の反映方法：算定式を用いて機械的に反映（詳細検討中。実施方針素案には記載しない）

料金等の改定は、県が行う。

概要③
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【リスク分担】（資料編39ページ）

 本事業の実施に係るリスクは、原則として運営権者が負担。県がリスクを負担する場合は以下のとおり。

- 不可抗力事象により生じた被害の復旧に係る費用（小規模なものは運営権者）

- 運営権設定対象施設の物理的な瑕疵（本事業開始後1年に限り運営権者は県に協議を申し入れることができる）

- 特定法令等変更による新たな設備投資に係る費用

- 特定条例等変更による運営権者に生じた損失

- 著しい需要変動（工水）・著しい物価変動（上・工・下水）・著しい動力費変動（下水）

- 施設由来の第三者損害

- 県が遂行する業務に起因する事象

【モニタリング】

以下の3段階のモニタリング体制を構築（現在検討中。詳細はモニタリング基本計画書に記載予定）

- 運営権者によるセルフモニタリング

- 県によるモニタリング

- 第三者委員会によるモニタリング

【ペナルティ】

運営権者の責めに帰す事由により、要求水準を遵守することができなかった場合、未達のレベルに応じた要求水準違反違約金（ペナルティ）を
課す。

概要④
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【解除事由】

解除事由は以下のとおり（運営権者事由解除以外は、一部事業のみの解除がありうる。）

概要⑤

解除又は終了事由 解除又は終了後の措置

運営権者
事由

 運営権者における実施契約上の義務違反等が生じ
た場合

 運営権者は、契約解除違約金を県に支払う。

県事由
 県における実施契約上の義務違反が生じた場合
 公益上やむを得ない必要が生じた場合

 県は、残存期間に相当する運営権対価を返
還する。

 県は、契約解除違約金を運営権者に支払う。

不可抗力
 不可抗力事象を原因とし、事業の再開が著しく困難
な場合

 県は、残存期間に相当する運営権対価を返
還する。

 損害は各自で負担する。

特定法令
等変更

 特定法令等の変更により運営権者が本事業を継続
することができなくなった場合

 県は、残存期間に相当する運営権対価を返
還する。

 損害は各自で負担する。
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検討中の事項
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(1) 【残存価値相当額の支払い】（上水、工水のみ）（資料編35ページ）

基本的に支払う方向。支払いを行わない場合、事業期間の後半で償却費がかさみ、運営権者の経営が安定しなくなることから更新投資がゆが
められ、安定給水に影響を及ぼす可能性があるため。

支払時の財源の見込み（起債の実現可能性、その他の方法）について確認中であるため、支払いの有無、上限の有無、支払条件について現
在検討中。

(2) 【改築計画】（資料編37ページ）

提案時：県の計画をベースとして全事業期間の改築計画を提出。工事内容、実施時期、予定工事額を提示。

計画変更：5年毎の料金改定に合わせて実施。県の承認を必要とする。

当初提案時からの改築計画変更の取り扱い：

• 実績額と予定工事額の相違：運営権者収受額の変更はしない

• 実施時期の変更（20年間の範囲内の変更）：運営権者収受額の変更はしない。ただし、健全度評価の実施義務付け。

• 対象工事案件の変更

 需要減少等によるダウンサイジング：当初提案額を運営権者が県に支払う

 改築の取り止め：当初提案額を運営権者が県に支払う。ただし、維持管理増加費用を控除。

 改築の追加：当初提案した改築の取りやめを県に求めることができる。

検討中の事項①
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(3) 【プロフィットシェアの導入】

民間事業者の利益の内、「儲けすぎ」の分を県とシェアする方策を検討中

検討事項

• 対象指標：税引き前当期純利益、コスト削減額、事業計画と実績の差、その他

• 按分方法：一定割合（例、コスト削減額の30%、事業計画と実績の差の20%）、絶対額（例、50百万円以上の利益に対して）

• 対象事業単位：9事業合計、個別事業9区分、上工下水の3区分

• 期間：20年間合計、10年毎、5年毎

(4) 【SPCによる業務範囲】

SPCが運転管理業務を外部に委託すること認める。

(5) 【参加資格要件】

水道事業及び下水道事業に係る実績を参加資格要件とする。

資本金条件（最低額）、PFIの実績要件の有無、内容について検討中。

検討中の事項②


